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私たちが生活していく中で、毎日ごみが出されています。

生活様式の向上、多様化とともに、ごみの種類や量も大きく変化

しました。

こうしたごみの変化に対応しながら、速やかに、また衛生的に処

理することが清掃行政の役目でありました。

しかし、収集したごみを処理するには、最終処分地を含め環境面

で大変困難な状況になってきています。当然のことですが、この

ような状況を解決するためには、まず、ごみの排出を抑制するこ

とが必要です。

ごみの中には資源として再利用できるものがたくさん含まれてお

り、そのひとつである紙や布類は、分別することによって有価物

として回収でき、ごみの減量はもとより森林資源の保護のために

も大きな効果が期待できます

岸和田市では、ごみの減量と再資源化を図るためのひとつの方法

として、地域で行われている集団回収に奨励金を交付する「岸和

田市有価物集団回収奨励金制度」を実施しています。

この手引きは、集団回収に取り組まれている方々に対し、奨励金

の請求方法などの内容を取りまとめたものであり、参考にして頂

ければ幸いです。



この制度の目的は、町会、子供会等の団体が自主的に行う集団回収に
対し、奨励金を交付することにより、ごみの減量と資源の有効利用を
図るとともに、ごみ問題に対する意識の向上をめざすものです。

● この制度が受けられる団体は、次のような条件が必要です。

１．市内の町会、子供会、婦人会、老人会などの非営利団体等。

２．概ね20世帯以上が参加している団体であること。

３．年に６回（２ヶ月に１回）以上、集団回収を実施できる団体で
あること。

４．実施地域において集団回収の利用方法など、啓発活動が行える
こと。

● 奨励金は、団体登録申請後の集団回収から適用となりますので、
必ず事前に市に登録して下さい。

● 回収する対象品目は、新聞、雑誌、ダンボールの紙類と、衣服等
の古布類です。

● 奨励金は、回収業者に引き渡した量に対して、１㎏当たり６円で
す。ただし、申請時の合計金額に100円未満の端数が生じた場合
は、切捨てになります。

● 回収量につきましては、あらかじめ登録団体に「岸和田市有価物
集団回収奨励金専用伝票」をお渡ししますので、回収業者にト
ラックスケール伝票（計量票）を受け取る際、書いてもらって下
さい。

4

㊟ この「岸和田市有価物集団回収奨励金専用伝票」には、新聞、雑
誌、ダンボール、古布の数量を必ず別々に記入してもらって下さ
い。

※ 資源回収業者のお問い合わせは、タウンページ等をご利用下さい。
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奨励金の交付を受けようとする団体は、登録申請後の集団回収から適
用となりますので、必ず事前に登録することが必要です。

「団体登録申請書」は例年、継続団体については「下半期」の申請書
の郵送の際に同封させていただいております。

また、新規登録申請団体については後述の団体登録申請書を記入して、
当課窓口にて申請してください。

実施団体登録を受けようとするときは以下の点に注意して下さい。

● 代表者の任期期間は1年間です。（4月1日～翌年3月31日ま
で）その間に登録事項に変更が生じた場合、変更届出書（P7）
を提出して下さい。

● 新年度の開始月にあたる4月に集団回収の新年度団体の認定をし
ますので、４ 月中に新代表者名での登録書を提出して下さい。

● 5月以降に新代表者が決まる団体は、お手数ですが現代表者名で
一度登録して頂き、新代表者が決まり次第、代表者変更として変
更届出書を提出して頂きますようお願いします。

● 連絡先は、緊急にご連絡する場合がありますので、日中、確実に
連絡がとれる番号（携帯電話番号等）があれば、一緒に記入し
て下さい。

● 訂正箇所は、二本線で消し必ず登録代表者のフルネームでご署
名（または訂正印の押印）して下さい。

※その年度の登録代表者を忘れない為にも、団体登録書のコピーを取
り、団体で大切に保管して下さい。 6

必要書類・岸和田市有価物集団回収実施団体登録申請書
(様式第1号)
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様式第１号（第３条関係）

記入例

登録番号

××年度岸和田市有価物集団回収実施団体登録申請書

岸和田市長 様

年 月 日

岸和田市有価物集団回収奨励金交付要綱第３条第1項の規定により、次のとおり有価物集団回収実施団体の登録を申請します。

電話 072-４XX-XXXX

○○○子供会

岸和田市 △△町×××番地

環境 太郎

０７２ - ４ ○○ - ○○○○

団 体 名

代 表 者 名

住 所

連 絡 先

実 施 地 域

実 施 世 帯 数

実 施 予 定 回 数

回 収 品 目

予 定 回 収 業 者

回 収 日
曜日

□□□紙業

１．新聞 ２．雑誌
３．ダンボール ４．古布

毎年度 回

△△町内

およそ８００世帯

第２水

１２

毎月

※携帯電話番号等 ０９０ -○○○ - ○○○○

環
境 １3
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４月に提出して頂いた「団体登録申請書」の登録内容に変更が生じた

場合には、変更内容を記入した「実施団体登録事項変更届出書」の提

出が必要になります。

「実施団体登録事項変更届出書」を提出して頂くのは以下の場合です。

● 代表者が変わる場合 ● 団体名が変わる場合

● 実施日に変更がある場合 ● 回収業者が変わる場合

● 回収品目に変更がある場合 ● 住所・連絡先が変わる場合

記入例

岸和田市有価物集団回収実施団体登録事項変更届出書

岸和田市長 様
年 月 日

岸和田市有価物集団回収実施団体の登録事項について、次のとおり変更がありましたので、届出します。

○○○子ども会

岸和田市 △△町×××番地

岸城 太郎

０７２ -４ ○○ - ○○○○

団 体 名

住 所

代 表 者 名

連 絡 先

変 更 事 項

変 更 前

変 更 後

○ ○ ○ 町 自 治 会

○ ○ ○ 町 子 ど も 会

岸 城 太 郎

環 境 花 子

岸 和 田 市 △ △ 町 □ □ 番 地 － ○ ○ 号

岸 和 田 市 △ △ 町 × × × 番 地

※ 携帯電話番号等

団 体 名 称

代 表 者 実 施 日

毎 月 第 ２ 水 曜 日

毎 月 第 １ 日 曜 日

住 所

登録番号登録番号

×× ×

０９０ -○○○○- ○○○○

環
境 環境 花子

必要書類・岸和田市有価物集団回収実施団体登録事項変更
届出書
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奨励金の交付を受けるためには、奨励金交付申請書の提出が必要

です。提出時期は毎年度９月（上半期）と翌年３月（下半期）に、

奨励金交付の申請を受け付けています。回収業者より受け取った全

ての計量票、及び奨励金専用伝票（市役所提出用）を一緒に提出し

てください。また口座振込依頼書の提出もお願いします。

提出の際は必ず、計量票と奨励金専用伝票を添付して下さい。な

お、奨励金専用伝票は３枚綴りになっていますが、提出して頂くの

は伝票に「市役所提出用」と記載されているものです。

計量票と奨励金専用伝票は、実施回数分が必要となりますので、

申請対象期間内の分すべてを提出して下さい。このふたつの伝票ど

ちらかがかけていた場合、その対象日の請求はできなくなりますの

で、決して紛失しないよう心がけて下さい。また申請月の9月、3月

の伝票類は申請期日に出来るだけ間に合うように、回収業者に申し

合わせして下さい。

※申請期日までに書類を提出されませんと、申請を受付できない場

合がありますので、申請期日は必ず守って頂きますようお願いし

ます。

必要書類・岸和田市有価物集団回収奨励金交付申請書
(様式第2号)

・計量票（回収業者から）実施回数分
・奨励金専用伝票（市役所提出用）実施回収分
・口座振込依頼書（P6）

その他 ・通帳のコピー
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合計金額に１００円
未満の数字がでた場
合は切捨てして記入
して下さい。

様式第２号（第５条関係）

記入例

登録番号

岸和田市有価物集団回収奨励金交付申請書

岸和田市長 様

年 月 日

団 体 名

住 所

代 表 者 名

連 絡 先

岸和田市有価物集団回収奨励金交付要綱第５条の規定により、次のとおり有価物集団回収奨
励金の交付を申請します。

実 施 期 間

回 収 量

奨 励 金 額（１００円未満切捨て）

㎏

㎏

㎏

㎏

㎏

円

２．雑 誌

３．ダンボール

４．古 布

合 計

１．新 聞

奨励金算出式：（新聞＋雑誌＋ダンボール＋古布）ｋｇ×６円

○○○子供会

岸和田市△△町×××番地

環境 太郎

０７２–４○○ - ○○○○

年 月 ～ 年 月（計 回）

岸城 太郎
環
境

※携帯電話番号等

８，３００

５，３００

２，０００

８８０

１６，４８０

９８，８８０９８，８００ 環
境

× ×× × ６

０９０ -○○○ - ○○○○



奨励金の交付は、現金で支払われることはありません。実施団体

より提出された口座振込依頼書に記入された振込先口座の金融機

関に振込まれます。

また、口座名義が個人名義で使用されている口座には、奨励金が

振込み出来ませんので必ず団体名義の口座を用意してください。

例 （ ○○○町子供会 会計 岸城 太郎 ）

口座名義及びそのフリガナは、金融機関にお届けのとおり正確

に記入してください。ご記入のとおりに奨励金の振込みをおこな

いますので、誤りがありますと振込みができない場合があります。

通帳のコピー（口座番号が記入されたページ）を一緒に提出して

頂ければ確実です。

申請書を提出してから、奨励金の振込みが完了するまでの間に、

通帳を中途解約、名義変更されますと、奨励金の振込みができま

せん。

振込みが完了するまで口座の変更は絶対になさらないよう注意し

て下さい。

11
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銀行
信金
信組
農協
労金

支 店

出張所

１．普 通）

２．当 座

口 座 振 込 依 頼 書

岸和田市長 様

年 月 日

登録番号

団 体 名

住 所

代 表 者 名

連 絡 先

振

込

先

口

座

預 金

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

金融機関名 支店名

口座番号

※右詰めでご記入下さい。

奨励金は、下記の預金口座に振り込み願います。

○○○子供会

岸和田市 △△町×××番地

環境 太郎

０７２-４○○ - ○○○○

△△△信金 岸和田

○○○子供会 代表 岸城 太郎

○○○コドモカイ ダイヒョウ キシキ タロウ

□□□

環境 太郎

カンキョウ タロウ

記入例

環
境

環
境

環
境

様式第３号（第５条関係）

（総合口座を含む）

※携帯電話番号等 ０９０-○○○○-○○○○



回収場所に立ち会いましょう！

集団回収実施団体の役員の方は、できるだけ回収場所に立ち会うよ
うにして下さい。集団回収実施の日には、地域内のさまざまな方が集
団回収を利用して古紙類や古布類を出しに来ます。そのすべての方が
集団回収の出し方について、正しい知識を持っているとは限りません。
そういった方にぜひとも啓発活動をおこなっていただきたいと思いま
す。

また、最近では団体と契約関係のない資源回収業者が、その団体で出
されている古紙類を持っていってしまうという問題が頻繁に発生して
います。こういったことにも十分に注意を払っていただくためにも、
立ち会うことが望ましいでしょう。

回収されなかった、不適切な物の処分は登録団体で処理しましょう！

集団回収の実施時に出た、回収品目として不適切な物については、
各登録団体で責任を持って処理して下さい。また、よく出される不適
切な物については、ポスターや回覧等で注意を促し、啓発の強化に努
めましょう。

資金調達から環境保護へ！

集団回収といえば、以前は団体の資金調達の方法として利用されて
きたことでしょう。しかしながらそれだけでは奨励金という性質上、
これはけっして望ましいこととはいえません。奨励金は岸和田市のご
み減量、リサイクルに貢献していただいた団体にお渡ししているもの
です。回収時には資源回収業者にまかせっきりにするのではなく、前
項のような啓発活動に努めて頂き、ごみ減量、環境保護を促進する団
体を目指しましょう。

13



●年度途中で急に代表者が交代することになりました。どうしたら
いの？

●回収業者を変えたのですが、どうすればいいの？

この集団回収制度代表者の登録任期期間は1年間（4月1日～翌年
3月31日まで）です。この期間内に「代表者が変わる」、「回収業
者を変えた」場合には、それぞれの変更事項での「登録事項変更届
出書」の提出が必要となります。

提出が無い場合には、申請時に申請書の書類不備となり奨励金の申
請が出来ませんので、必ず提出して下さい。

●私は３月末で代表者を退いて、新しい代表者も決まっているのに、
なぜ下半期分の申請をしなければいけないの？

この集団回収制度代表者の登録任期期間は1年間（4月1日～翌年
3月31日まで）です。ちょうど下半期分の申請時期（３月末）と
振込み完了時期が、多くの団体の役員交代時期とかさなっている
ために、新代表者の業務だと勘違いしてしまいますが、下半期分
（10月～翌年3月分）は「あなた」が代表者として務めて頂いた
期間です。またその申請は最後の締めでもありますので申請にご
理解して頂きます様、宜しくお願いします。

●申請は、窓口まで直接行かないといけないの？

はい、直接窓口まで来て頂かなければなりません。あくまで
もこの奨励金は申請方式ですので、代表者自身が申請書に必
要事項を記入し、窓口で申請して頂けなければ奨励金をお支
払いする事が出来ません。
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●ついうっかりして、４月の役員交代で奨励金振込み先の口座名義を
変えてしまったのですが・・・。

下半期分申請前に変更するのがわかっている場合には、下半期の申
請時に「口座振込依頼書」に記入し提出して下さい。もし下半期の
申請後で、奨励金の振込み完了の確認が済む前に口座を変えてし
まった場合には、新しい口座を記入した「口座振込依頼書」を再提
出して頂く必要があります。

●年間で何回、廃棄物対策課から集団回収の書類が送られてくるの？

基本的に、上半期分は「申請書類」（8月末）、「交付決定通知
書」の２回、下半期分は「申請書類」（翌年２月末）、「交付決定
通知書」の２回の計４回、その年度に登録された団体代表者宛に郵
送しています。

しかし例外として、集団回収制度内容に変更がある場合のお知らせ
や、集団回収制度向上の為のアンケートなど、臨時に書類を郵送す
る場合もあります。

●郵送してくる書類が多すぎませんか？

現在、集団回収奨励金制度には約20０団体の登録があり、その事
務処理を一括しておこなっています。高齢の代表者や、新しい代表
者等、全てに解り易く申請して頂く為に記入例を、また突然の代表
者変更に対応できる様に一通りの申請書を同封しています。どうか、
ご自身の団体に必要な書類をご理解して頂き、申請して頂きます様
宜しくお願いします。

また、申請が遅れますと受付できない場合がありますので、申請期
日は必ず守るようにして下さい。
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●申請書の「回収量」「奨励金額」の記入欄はどう書けばいいの？

計量票に記載されている実施期間全ての品目の合計をそれぞれの
「回収品目・重量」欄に記入して下さい。その際、専用伝票に記載
されている重量と同じになるか確認して下さい。もし合計が違う場
合は、回収業者に問い合わせてください。

「奨励金額」の欄につきましては、実施期間の全ての品目の合計に
６（円）を掛けてください。（６円は岸和田市で実施団体に支払っ
ている奨励金の１ｋｇあたりの単価です。）この計算で出てきた数
字の１００円未満を切捨てた数字が、「奨励金額」となります。

※1.専用伝票の数量と計量票の数量が同じか確認する

※2.100円未満切捨てを忘れずにおこなってから記入して下さい

●申請書の「回収量」「奨励金額」の記入欄はどう書けばいいの？

計量票に記載されている実施期間全ての品目の合計をそれぞれの
「回収品目・重量」欄に記入して下さい。その際、専用伝票に記載
されている重量と同じになるか確認して下さい。もし合計が違う場
合は、回収業者に問い合わせてください。

「奨励金額」の欄につきましては、実施期間の全ての品目の合計に
６（円）を掛けてください。（６円は岸和田市で実施団体に支払っ
ている奨励金の１ｋｇあたりの単価です。）この計算で出てきた数
字の１００円未満を切捨てた数字が、「奨励金額」となります。

※1.専用伝票の数量と計量票の数量が同じか確認する

※2.100円未満切捨てを忘れずにおこなってから記入して下さい

16

× ６円 ＝
集団回収奨励金

（１００円未満切捨て）

実施期間すべての

品目の合計
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●実施回数分だけ専用伝票が発行されますので、それに伴う計量票の
重量と合致しているか計算して確認して下さい。（計量票の書式は
処理する業者により異なりますので注意して下さい。）

●業者により発行枚数及び書式が異なります。また業者によっては特
定の品目だけ異なる計量表が発行される場合がありますので発行日
に注意してください

●計量票（処理業者から発行される物です。） ●専用伝票
（実施回数分、回収業者より発行されます。）

岸和田市有価物集団回収奨励金専用伝票

○○○町子供会 様

品 名 数 量

新 聞

古布

ダンボール

合 計

雑 誌

備 考

×年４月×日

○○××商店

岸和田市○○町××番

市役所提出用

２，１００ kｇ

kｇ

kｇ

kｇ

kｇ

８００

３５０

１３０

３，３８０

岸和田市環境農林水産部廃棄物対策課



合 計９ 月８ 月７ 月６ 月５ 月４ 月

１３，３２０２，１００２，２４０２，６００１，９００２，３８０２，１００新 聞

３，９２０５８０６６０６００７８０５００８００雑 誌

１，７９０２８０２４０４００３２０２００３５０ダンボール

８５０１２０１８０２００１２０１００１３０古 布

１９，８８０３，０８０３，３２０３，８００３，１２０３，１８０３，３８０小 計

18

●以下の様な計算表を作成し計算するとよいでしょう。（上半期分）

申請書の回収品目・重量欄にそれぞれ合計数を記入してください。

１９，８８０ × ６ ＝ １１９，２８０

１１９，２００

（１００円未満切捨て）

全ての品目の合計 奨励金の単価

●この金額を奨励金額欄に
記入して下さい。
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岸和田市有価物集団回収奨励金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効利用を図るとともに、ごみ問題に対する市民

の意識の向上に資するため、地域住民団体が自主的に行う有価物の集団回収に対して奨

励金を交付することについて必要な事項を定める。 

（対象団体） 

第２条 奨励金の交付対象となる団体は、市内の町会、子供会、婦人会、老人会等の営利を

目的としない住民団体等とする。 

（団体の登録） 

第３条 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ岸和田市有価物集団回収実施

団体登録申請書（様式第１号）により市長に申請して登録を受けなければならない。 

２ 市長は、登録団体が１年度において６回以上集団回収を実施しないときは、その登録を

取り消すことができる。 

（対象品目及び奨励金） 

第４条 奨励金の交付対象となる品目は、別表のとおりとする。 

２ 奨励金は、別表に定める基準により交付するものとする。 

（交付の申請） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする団体は、毎年度市長が別に定める日までに岸和田

市有価物集団回収奨励金交付申請書（様式第２号）及び口座振込依頼書（様式第３号）に

市の指定の伝票及び計量表伝票を添付して市長に申請しなければならない。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認め

たときは、当該団体に対して奨励金の交付を決定するものとする。 

（交付の通知） 

第７条 市長は、奨励金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を当該団体に

通知するものとする。 

（奨励金の返還） 

第８条 市長は、奨励金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に

交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。 

(１) 奨励金の申請に不正があったとき。 

(２) その他不適当と認められる事実があったとき。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 12 年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成 13 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 15 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 18 年３月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成 20 年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 26 年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第４条関係） 

対 象 品 目 奨 励 金 の 額 

新  聞 

１キログラム当たり ６円 

雑  誌 

ダンボール 

古  布 

備考 この表に定める基準により算出した額に 100 円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額を奨励金の額とする。 
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岸和田市有価物集団回収奨励金交付要綱施行細目
（趣旨）

• この細目は、岸和田市有価物集団回収奨励金交付要綱（平成３年４月１日施行。以下「要
綱」という。）の施行について必要な事項を定める。

（対象団体）
• 奨励金の交付対象団体は､おおむね世帯数が20世帯以上の営利を目的としない住民団体等と
する。

（年度途中の団体の登録）

• 年度途中に登録した団体については、要綱第３条第２項中「１年度において６回以上」と
あるが「２箇月に１回以上」と読み替えるものとする。

（交付の申請）

• 奨励金の交付申請は、別表に定める期間区分に従い、当該期間中の集団回収実施分をまと
めて申請するものとする。ただし年度途中に要綱第３条第１項の規定による登録を受けたと
き、登録日以降の実施分についてのみ申請できるものとする。

２ 要綱第５条に規定する所定の伝票は、岸和田市有価物集団回収奨励金専用伝票（別記
様式）とする。

（交付）
• 奨励金は、要綱第５条の規定による申請に基づき、原則として上半期分を10月末日までに
、下半期分を４月末日までに口座振込みにより交付するものとする。

（届出義務）

• 団体名、代表者名、銀行口座等に変更のあったときは、速やかに書面で市長に届け出なけ
ればならない。

附 則
この細目は、平成３年４月１日から施行する。
附 則
１ この施行細目は、平成３年９月１日から施行する。
２ 別表の規定にかかわらず、平成３年度下半期は、９月から翌年３月までとする。
附 則
この細目は、平成15年４月１日から施行する。
附 則
この細目は、平成20年８月１日から施行する。

別表（第４条関係）

申 請 時 期申請対象となる集団回収の実施期間期 間 区 分

９月中４月から９月まで上 半 期

３月中10月から翌年３月まで下 半 期



23

別記様式
（市役所提出用） （実施団体用）

（業者控用）

品　　　名

新　　　聞

雑　　　誌

ダンボール

古　　　布

合　　　計

業    者     名

住　　　　　　所

電　話　番　号

㊞

　　　※この伝票は、岸和田市内の集団回収以外には、使えません。

kg

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　上記のとおり回収しました。

kg

kg

kg

kg

kg

数　　　　　　　量 備　　　　　　考

kg

岸和田市有価物集団回収奨励金専用伝票

No.　　　　　－　　　

様

（業者控用）

品　　　名

新　　　聞

雑　　　誌

ダンボール

古　　　布

合　　　計

業    者     名

住　　　　　　所

電　話　番　号

No.　　－　

様

備　　　　　　考

kg

㊞

kg

kg

kg

kg

（市役所提出用）

kg

岸和田市有価物集団回収奨励金専用伝票

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　上記のとおり回収しました。

　　　※この伝票は、岸和田市内の集団回収以外には、使えません。

数　　　　　　　量

kg

品　　　名

新　　　聞

雑　　　誌

ダンボール

古　　　布

合　　　計

業    者     名

住　　　　　　所

電　話　番　号

㊞

　　　※この伝票は、岸和田市内の集団回収以外には、使えません。

kg

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　上記のとおり回収しました。

kg

kg

kg

kg

kg

数　　　　　　　量 備　　　　　　考

kg

岸和田市有価物集団回収奨励金専用伝票

No.　　　　　－　

様

（実施団体用）



集団回収での雑がみの分け方・出し方

◎正しく分別して、はじめて資源として活用できます。ご協力を！

雑がみのリサイクルにご協力お願いします！

普通ごみの中には、リサイクルできる紙“雑がみ”が多く含まれています。

捨てる前にもう一度資源かごみか考えましょう。もやせるごみを減らし、紙のリサイクル

を進めるため、雑がみの分別にご協力ください。

出せるもの

ティッシュの箱 食品などの箱

封筒・ハガキなど

コピー用紙

包装紙 雑誌の間にはさんで

紙製の袋にまとめて

ひもでしばってくださ
い

出し方

※ ビニール、金具などは取り除いてください。
※ 紙箱は、たたんでまとめてください。

ごみなどを混ぜないで!

防水加工
されたもの

テープなどの粘着物
が付着しているもの

コーティング
されたもの

食べ物や油など
で汚れたもの

感熱紙・感光紙
（写真紙、FAX用紙な

ど）

写真用インク
ジェット紙 圧着はがき

内側がアルミのも
の

カーボン紙
・

感圧複写紙

紙以外のもので
貼り合わされたもの

水に溶けにくいも
の

(ティッシュペーパー、
キッチンペーパーなど）

においの
ついたもの

※ 集団回収での雑がみの取扱いは実施団体により異なります。
詳しくは集団回収実施団体でご確認ください。

次の紙類は普通ごみに出してください。出してはいけない紙類

トイレットペーパー
やラップの芯
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★お問い合わせ★
岸和田市環境農林水産部 廃棄物対策課

減量推進担当
電話 ０７２（４２３）９４６５
住所 土生町2丁目４－３０

一人ひとりの力で、
限りある緑を大切に！

注：この手引書は役員引継ぎの際
新役員に必ずお渡し下さい。

（この冊子の内容は、制度の変更により変わる場合
があります、その場合、別紙にてその年度の代表者
宛にご案内させて頂きますので、ご了承下さい。）


